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人 事 委 員 会 規 則

職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年９月29日 

鳥取県人事委員会委員長 小  松  哲  也  

鳥取県人事委員会規則第16号 

職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則 

（職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の育児休業等に関する規則（平成４年鳥取県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（子が２歳に達する日まで育児休業をすることができ

る場合） 

第１条の２ 条例第２条の３第２項第３号の人事委員

会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当

する場合とする。 

(１)・(２) 略

(３) 条例第３条第１項第１号から第３号までに掲

げる事情がある場合 

（育児休業の承認の請求） 

第３条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求

書により行い、条例第３条第１項第５号に掲げる事

情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除

き、育児休業を始めようとする日の１月（次に掲げ

る場合は、２週間）前までに行うものとする。 

(１) 当該請求に係る子の出生の日から条例第３条

第２項に規定する期間内に育児休業をしようとす

る場合 

(２) 条例第２条の３第２項の規定に該当する場合

であって、当該請求をする日が当該請求に係る子

の１歳半到達日以前の日である場合 

２ 任命権者は、育児休業の承認の請求について、そ

の事由を確認する必要があると認めるときは、当該

請求をした職員に対して、証明書類の提出を求める

ことができる。ただし、任期を定めて採用された職

員が条例第３条第１項第５号に掲げる事情に該当し

て育児休業の承認を請求した場合は、この限りでな

い。 

（育児休業の期間の延長の請求手続） 

第４条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承

認請求書により行い、条例第３条第１項第５号に規

（子が２歳に達する日まで育児休業をすることができ

る場合） 

第１条の２ 条例第２条の３第２項第２号の人事委員

会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当

する場合とする。 

(１)・(２) 略

（育児休業の承認の請求） 

第３条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求

書により行い、条例第３条第１項第６号に掲げる事

情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除

き、育児休業を始めようとする日の１月前までに行

うものとする。 

２ 任命権者は、育児休業の承認の請求について、そ

の事由を確認する必要があると認めるときは、当該

請求をした職員に対して、証明書類の提出を求める

ことができる。ただし、非常勤職員が条例第３条第

１項第６号に掲げる事情に該当して育児休業の承認

を請求した場合は、この限りでない。 

（育児休業の期間の延長の承認の請求） 

第４条  
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定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業

の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期

間の末日とされている日の翌日の１月（次に掲げる

育児休業の期間を延長しようとする場合は、２週

間）前までに行うものとする。 

(１) 当該請求に係る子の出生の日から条例第３条

第２項に規定する期間内にしている育児休業（延

長後の育児休業の期間の末日が当該期間内となる

ものに限る。） 

(２) 条例第２条の３第２項の規定に該当してして

いる育児休業 

２ 前条第２項本文の規定は、育児休業の期間の延長

の承認の請求について準用する。 

前条第１項及び第２項本文の規定は、育児休業の

期間の延長の承認の請求について準用する。 

（期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正） 

第２条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当に係る在職期間） 

第３条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

（外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣

期間中のこれに相当する期間を含む。）を除算す

る。 

(１)・(２) 略

(３) 育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）

をしている職員として在職した期間について

は、その２分の１の期間 

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子

の出生の日から育児休業条例第３条第２項に

規定する期間内にある育児休業であって、当

該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２

以上あるときは、それぞれの期間を合算した

期間）が１月以下である育児休業 

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子

の出生の日から育児休業条例第３条第２項に

規定する期間内にある育児休業以外の育児休

業であって、当該育児休業の承認に係る期間

（当該期間が２以上あるときは、それぞれの

期間を合算した期間）が１月以下である育児

休業 

（期末手当に係る在職期間） 

第３条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

（外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣

期間中のこれに相当する期間を含む。）を除算す

る。 

(１)・(２) 略

(３) 育児休業をしている職員（当該育児休業の

承認に係る期間（当該期間が２以上あるとき

は、それぞれの期間を合算した期間）が１月以

下である職員を除く。）として在職した期間に

ついては、その２分の１の期間 
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(４)～(６) 略 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第８条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

（外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣

期間中のこれに相当する期間を含む。）を除算す

る。 

(１) 略

(２) 育児休業（第３条第２項第３号ア及びイに

掲げる育児休業を除く。）をしている職員とし

て在職した期間 

(３)～(10) 略 

(４)～(６) 略 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第８条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

（外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣

期間中のこれに相当する期間を含む。）を除算す

る。 

(１) 略

(２) 育児休業をしている職員（当該育児休業の承

認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月以下で

ある職員を除く。）として在職した期間 

(３)～(10) 略  

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第３条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改

正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（特別休暇） 

第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 

略 

(12)の２ 職員の妻が

出産する場合であっ

てその出産予定日の

８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、14

週間）前の日から当

該出産の日以後１年

を経過する日までの

期間にある場合にお

いて、当該出産に係

る子又はその子以外

の子であって小学校

就学の始期に達する

までのもの（妻の子

を含む。）を養育す

る職員が、これらの

子の養育のため勤務

しないことが相当で

当該期間内において５

日を超えない範囲内で

その都度必要と認める

期間 

（特別休暇） 

第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 

略 

(12)の２ 職員の妻が

出産する場合であっ

てその出産予定日の

８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、14

週間）前の日から当

該出産の日後８週間

を経過する日までの

期間にある場合にお

いて、当該出産に係

る子又はその子以外

の子であって小学校

就学の始期に達する

までのもの（妻の子

を含む。）を養育す

る職員が、これらの

子の養育のため勤務

しないことが相当で

当該期間内において５

日を超えない範囲内で

その都度必要と認める

期間 
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あると認められると

き 

略 

あると認められると

き 

略 

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第４条 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第17号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（特別休暇） 

第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 

略 

(12)の２ 職員の妻が

出産する場合であっ

てその出産予定日の

８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、14

週間）前の日から当

該出産の日以後１年

を経過する日までの

期間にある場合にお

いて、当該出産に係

る子又はその子以外

の子であって小学校

就学の始期に達する

までのもの（妻の子

を含む。）を養育す

る職員が、これらの

子の養育のため勤務

しないことが相当で

あると認められると

き 

当該期間内において５

日を超えない範囲内で

その都度必要と認める

期間 

略 

（特別休暇） 

第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 

略 

(12)の２ 職員の妻が

出産する場合であっ

てその出産予定日の

８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、14

週間）前の日から当

該出産の日後８週間

を経過する日までの

期間にある場合にお

いて、当該出産に係

る子又はその子以外

の子であって小学校

就学の始期に達する

までのもの（妻の子

を含む。）を養育す

る職員が、これらの

子の養育のため勤務

しないことが相当で

あると認められると

き 

当該期間内において５

日を超えない範囲内で

その都度必要と認める

期間 

略 

附 則 

この規則は、令和４年10月１日から施行する。 


